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令和４年（2022年）第７回可児市議会定例会提出議案説明書 

 

議案第66号  令和４年度可児市一般会計補正予算（第７号）について 

議案第67号  令和４年度可児市下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

議案第68号  可児市部設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

   組織機構再編に伴い、改正するもの。 

 (2)  改正内容 

【第１条】市長公室及び文化スポーツ部を廃止するとともに、企画部を市政企画部

に、観光経済部を経済交流部に、市民部を市民文化部に、名称を改める。 

【第２条】市長公室及び文化スポーツ部の分掌事務を廃止し、市政企画部、経済交流

部及び市民文化部の分掌事務を定めるとともに、総務部及びこども健康部の分掌事

務を改める。 

 (3)  施行日／令和５年４月１日 

 

議案第69号  可児市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

国家公務員の給与改定に準じて、一般職の特定任期付職員の給料表及び期末手当の

支給率を引き上げるとともに、地方公務員法等の一部改正に伴い、定年の引上げに関

して関係規定を整備するもの。 

 (2)  改正内容 

【第４条第１項、第10条第２項】現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間

勤務制が創設されることに伴い、引用条項を改めるとともに、再任用短時間勤務職員

を定年前再任用短時間勤務職員に改める。 

【第９条第２項】特定任期付職員の期末手当の支給率を引き上げる。 

                                   単位：月 

 ６月 12月 年計 

改 定 前 1.625 1.625 3.25 

改 定 後 1.65 1.65 3.3 

【別表】特定任期付職員の１号給の給料月額を1,000円引き上げる。 

 (3)  施行日／令和５年４月１日 

 

議案第70号  地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

４ 
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 (1)  制定趣旨 

地方公務員法等の一部改正に伴い、定年の引上げに関して関係規定を整備するも

の。 

 (2)  制定内容 

【第１条】可児市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一部改

正 

【第２条】定年の引上げに伴い、早期退職募集の対象年齢を現行の45歳以上とする

よう、対象年齢の規定を改める。 

【第２条】可児市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正 

【新第２条第２項第５号、新第10条第５号】公益的法人等に派遣することができな

い職員に、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限

の特例となる職員を追加する。 

【第３条】可児市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

【第３条】現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制が創設される

ことに伴い、引用条項を改める。 

【第４条】可児市職員の定年等に関する条例の一部改正 

【第１条】地方公務員法の改正に伴い、引用条項を改める。 

【第３条、付則第３項】定年の年齢は、令和13年３月31日までに段階的に引き上

げ、65歳とする。 

【第４条】定年による退職の特例について、管理監督職勤務上限年齢制の特例とな

る職員に係る規定を追加する。 

【第６条、第７条】管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職は６級（課

長級）及び７級（部長級）の職員とし、上限年齢は60歳とする。 

【第８条】管理監督職勤務上限年齢制により他の職へ降任等を行う場合の遵守事項

を規定する。 

【第９条～第11条】特別な事由がある場合に、管理監督職に一定期間引き続き就か

せることができるよう、勤務延長型特例任用及び異動可能型特例任用について規

定する。 

【第12条、第13条】定年前再任用短時間勤務職員を任用する場合の要件等について

規定する。 

【付則第４項】60歳に達する日の属する年度の前年度に、同日以後に適用される任

用及び給与に関する措置の内容その他必要な情報の提供及び勤務の意思の確認を

行う旨を規定する。 

【第５条】可児市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 

【第４条】懲戒処分のうち減給について、減ずる額は現に受ける給料及び地域手当

の合計額の10分の１を超えないこととする。 

【第６条】可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

【第２条第３項、第３条、第４条第２項、第12条第１号】現行の再任用制度が廃止

され、定年前再任用短時間勤務制が創設されることに伴い、引用条項を改めると

ともに、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める。 
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【第７条】可児市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

【新第２条第３号、第10条第３号】育児休業及び育児短時間勤務をすることができ

ない職員に、勤務延長型特例任用及び異動可能型特例任用により勤務延長された

管理監督職を占める職員を追加する。 

【第18条第２号、第19条第１項】現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時

間勤務制が創設されることに伴い、引用条項を改めるとともに、再任用短時間勤

務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める。 

【第８条】可児市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の

一部改正 

【第２条】現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制が創設される

ことに伴い、引用条項を改めるとともに、再任用職員を定年前再任用短時間勤務

職員に改める。 

【第９条】可児市職員の旅費に関する条例の一部改正 

【第２条第２項】現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制が創設

されることに伴い、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める。 

【第10条】可児市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

【第２条第１項、第18条第１項、第19条】現行の再任用制度が廃止され、定年前再

任用短時間勤務制が創設されることに伴い、引用条項を改めるとともに、再任用

職員及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める。 

【第11条】可児市職員の再任用に関する条例の廃止 

現行の再任用制度が廃止されることに伴い、可児市職員の再任用に関する条例を

廃止する。 

【附則第11条】令和５年３月31日までに任用及び給与に関する措置の内容その他必要

な情報の提供及び勤務の意思の確認を行うこととする職員は、令和５年度中に60歳

となる職員とする。 

 (3) 施行日／令和５年４月１日 

附則第11条の規定は、公布の日 

 

議案第71号  可児市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

 (1) 改正趣旨 

国家公務員の給与改定に準じて、一般職職員の勤勉手当の支給率を年間0.1月分引き

上げることに伴い、市議会議員の期末手当の支給率を年間0.1月分引き上げるもの。 

 (2) 改正内容 

【第４条第２項】期末手当の支給率を引き上げる。 
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                                   単位：月 

 ６月 12月 年計 

改 定 前 2.15 2.15 4.3 

改 定 後 
令和４年度  （第１条関係） 2.15 2.25 4.4 

令和５年度以後（第２条関係） 2.2 2.2 4.4 

 (3) 施行日／第１条の規定は、公布の日（令和４年12月１日から適用する。） 

      第２条の規定は、令和５年４月１日 

 

議案第72号  可児市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 (1) 改正趣旨 

国家公務員の給与改定に準じて、一般職職員の勤勉手当の支給率を年間0.1月分引き

上げることに伴い、常勤の特別職職員の期末手当の支給率を年間0.1月分引き上げるも

の。 

 (2) 改正内容 

【第５条第２項】期末手当の支給率を引き上げる。 

                                   単位：月 

 ６月 12月 年計 

改 定 前 2.15 2.15 4.3 

改 定 後 
令和４年度  （第１条関係） 2.15 2.25 4.4 

令和５年度以後（第２条関係） 2.2 2.2 4.4 

 (3) 施行日／第１条の規定は、公布の日（令和４年12月１日から適用する。） 

      第２条の規定は、令和５年４月１日 

 

議案第73号  可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 (1)  改正趣旨 

国家公務員の給与改定に準じて、一般職職員の給料表及び勤勉手当の支給率を改定

するとともに、地方公務員法等の一部改正に伴い、定年の引上げに関して関係規定を

整備するもの。 

 (2)  改正内容 

  ① 勤勉手当の支給率を改定するもの（第１条、第３条関係） 

【第22条第２項第１号】再任用職員等（令和４年度は「再任用職員」、令和５年度

以降は「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」をいう。）以外の職

員の勤勉手当の支給率を引き上げる。 
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                                   単位：月 

 ６月 12月 年計 

改 定 前 
0.95 

（1.15） 

0.95 

（1.15） 

1.9 

（2.3） 

改 定 後 

令和４年度  （第１条関係） 
0.95 

（1.15） 

1.05 

（1.25） 

2.0 

（2.4） 

令和５年度以後（第３条関係） 
1.0 

（1.2） 

1.0 

（1.2） 

2.0 

（2.4） 

                          （   ）内は特定管理職員 

【第22条第２項第２号】再任用職員等の勤勉手当の支給率を引き上げる。 

                                   単位：月 

 ６月 12月 年計 

改 定 前 
0.45 

（0.55） 

0.45 

（0.55） 

0.9 

（1.1） 

改 定 後 

令和４年度  （第１条関係） 
0.45 

（0.55） 

0.5 

（0.6） 

0.95 

（1.15） 

令和５年度以後（第３条関係） 
0.475 

（0.575） 

0.475 

（0.575） 

0.95 

（1.15） 

                          （   ）内は特定管理職員 

  ② 給料表を改定するもの（第２条、第４条関係） 

【別表第１～別表第３】初任給及び若年層の給料月額を引き上げる。（平均改定率

0.3％） 

  ③ 定年の引上げに伴い改定するもの等（第３条関係） 

【第５条の２】定年前再任用短時間勤務職員の給与月額について、当該職員の属す

る給料表の額に、当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た

額とする。 

【第６条第１項】職員の昇給における勤務成績の対象期間について、実際の運用と

合わせるよう規定を整備する。 

【第13条】通勤手当の支給月額の上限を、国家公務員の支給月額の上限である

55,000円に引き上げる。 

【第16条第２項、第21条第３項、第22条第２項第１号及び第２号】時間外勤務手

当、期末手当及び勤勉手当に関する規定について、再任用職員を定年前再任用短

時間勤務職員に改める。 

【第23条の３第２項】初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の適用除外に関する

規定について、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるとともに、号

給の決定及び昇給を適用除外に加える。 

【付則第21項、付則第22項】60歳に達した日以降の最初の４月１日以後の職員（任

期のある職員、勤務延長型特例任用の職員及び定年の特例事由があり継続勤務し

ている職員を除く。）の給料月額は、給料表の額に100分の70を乗じて得た額とす
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る。 

【付則第23項、付則第24項】管理監督職勤務上限年齢制により降任等となった場

合、基礎給料月額（降任等の前の給料額に100分の70を乗じて得た額）と特定日給

料月額（最初の４月１日以後の給料額）の額に応じて給与の額の調整を行うこと

ができるよう規定する。 

【付則第25項～付則第27項】他の職員との権衡上必要である場合は、給与の額の調

整を行うことができるよう規定する。 

 (3) 施行日／第１条及び第２条の規定は、公布の日（令和４年４月１日から適用する｡） 

第３条及び第４条並びに附則第３条から第10条までの規定は、令和５年４

月１日 

 

議案第74号  指定管理者の指定について 

 

 可児市多文化共生センターの指定管理者を指定するもの。【地方自治法第244条の２第６

項】 

（指定団体）可児市下恵土1185番地７ 

特定非営利活動法人可児市国際交流協会 理事長 渡邉 孝夫 

（指定期間）令和５年４月１日～令和10年３月31日 

 

〇提出議案数／予算２ 条例６ その他１ 合計９ 
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【諸般報告】 

 

報告第12号  専決処分の報告について 

 

 議会の議決により指定された市長の専決処分事項を報告するもの。【地方自治法第180

条】 

和解及び損害賠償額を定めたもの。 

  道路管理の瑕疵による事故に係るもの（１件）        損害賠償額 35,200円 

  施設管理の瑕疵による事故に係るもの（１件）        損害賠償額 31,582円 

 


